
 

 

 

 

 

 

令和６年能登半島地震災害に伴う被災地支援について（第２報） 

 

３月２１日９時００分現在 

※下線部が前回からの変更点 

 

福山市の支援状況 

１ 人的支援の状況（計５９人派遣，４人派遣予定） 

 （１）災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）（厚生労働省からの要請） 

    １月１１日 ５人を石川県穴水町に派遣（医師１人，看護師２人，医療技術者２人） 

      １７日 活動終了（１８日帰福） 

（２）給水支援（日本水道協会広島県支部からの要請） 

    １月１８日 職員４人及び給水車を石川県穴水町へ派遣（県支部派遣の第５班～第８

班の構成員） 

      ２１日 活動終了（２２日帰福） 

      ２１日 交代要員４人を派遣（県支部派遣の第６班の構成員） 

      ２４日 活動終了（２５日帰福） 

      ２４日 交代要員４人を派遣（県支部派遣の第７班の構成員） 

      ２７日 活動終了（２８日帰福） 

      ２７日 交代要員４人を派遣（県支部派遣の第８班の構成員） 

      ３０日 活動終了（３１日帰福） 

 （３）住家被害認定調査（広島県からの要請） 

    １月２３日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第 1班の構成員） 

      ２７日 活動終了（２８日帰福） 

      ２６日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第２班の構成員） 

      ３１日 活動終了（２月１日帰福） 

      ３０日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第３班の構成員） 

    ２月 ４日 活動終了（５日帰福） 

       ７日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第５班の構成員） 

      １２日 活動終了（１３日帰福） 

      １５日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第７班の構成員） 

情 報 提 供 

２０２４年(令和６年)３月２１日 

福山市総務局総務部 

危機管理防災課 担当者：野宗 

TEL（084-928-1228：内線 2085） 



      ２０日 活動終了（２１日帰福） 

      １９日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第８班の構成員） 

      ２４日 活動終了（２５日帰福） 

      ２７日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第１０班の構成員） 

    ３月 ３日 活動終了（４日帰福） 

      １０日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第１３班の構成員） 

      １５日 活動終了（１６日帰福） 

      １８日 職員２人を石川県輪島市へ派遣（県派遣の第１５班の構成員） 

      ２２日 職員２人を石川県輪島市へ派遣予定（県派遣の１６班の構成員） 

 （４）災害時公衆衛生チーム（広島県からの要請） 

    １月３０日 保健師１人を石川県珠洲市へ派遣（県派遣の第６班の構成員） 

    ２月 ５日 活動終了（６日帰福） 

    ２月１４日 保健師１人を石川県珠洲市へ派遣（県派遣の第９班の構成員） 

      ２０日 活動終了（２１日帰福） 

（５）日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）（広島県医師会からの要請） 

    ２月 １日 ６人を石川県金沢市に派遣（医師２人，看護師２人，医療技術職１人， 

事務職１人） 

       ４日 活動終了（５日帰福） 

 （６）応急復旧支援（日本水道協会広島県支部からの要請） 

    ２月１１日 職員４人を石川県輪島市へ派遣（県支部派遣の第１班の構成員） 

      １６日 活動終了（１７日帰福） 

      １６日 交代要員４人を派遣（県支部派遣の第２班の構成員） 

      ２１日 活動終了（２２日帰福） 

（７）看護業務支援（全国自治体病院開設者協議会及び(公社)全国自治体病院協議会からの要請） 

    ３月１２日 看護師２人を石川県七尾市へ派遣 

      １７日 活動終了（１８日帰福） 

      １７日 看護師２人を石川県七尾市へ派遣 

 （８）公費解体事務支援（環境省中国四国地方環境事務所からの要請） 

    ３月２３日 職員２人を石川県珠洲市へ派遣予定 

 

２ 市営住宅の無償提供 

１月１１日から５戸受付開始（３月２１日時点で申込みなし） 

 

 

 



３ 災害見舞金 

 （１）送金日：２月９日 

 （２）送金先：広島県市長会 

    ※取りまとめの上，石川県市長会へ送金後，被災自治体へ配分 

 （３）送金額：５００，０００円 

 

４ 義援金 

 （１）受付：１月４日８時３０分から受付開始 

（２）受付場所：１１施設 

       （福山市役所本庁舎，松永支所，北部支所，東部支所，神辺支所，鞆支所， 

        内海支所，沼隈支所，新市支所，加茂支所，芦田支所） 

  ※受付日及び受付時間については，各施設の業務時間とする。 

  ※当面の間，義援金のみの受付とし，救援物資の受付は行わない。 

（３）受付金額：１２，７９３，１７８円（３月１５日時点） 

   ※日本赤十字社開設口座へ振込 

 

５ 災害ボランティア活動に係る高速道路料金の無料証明 

 （１）受付：１月５日から受付開始 

 （２）受付場所：福山市役所本庁舎危機管理防災課 

 （３）発行枚数：２２枚（３月２１日時点） 

 


